
ワクチン接種に関する問い合わせ先
◦市が行う接種については
・成田市新型コロナウイルスワクチン接種対策室･･････････☎33-7611（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
◦ワクチン接種全般については
・厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター･･････････10120-761770（午前9時〜午後9時）
・県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口････････････☎03-6412-9326（24時間年中無休）

＊9月22日時点の情報です

　新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能性があ
ります。感染した人は治療と支援を必要としています。自
分や家族が感染したとき、周りの人にどのようにしてほしい
人権に関する相談について
◦法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html）
◦みんなの人権110番 ………☎0570-003-110（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
◦子どもの人権110番 ………10120-007-110（平日の午前8時30分〜午後5時15分）
◦外国語人権相談ダイヤル…☎0570-090-911（平日の午前9時〜午後5時）

かを考え、思いやりの気持ちを持って接しましょう。
　また、日々感染症の治療に向き合っている医療従事者に
対しても配慮をお願いします。

感染者・医療従事者のプライバシーや人権の尊重を

　新型コロナウイルスワクチンは、新型コロナウイルス感
染症の発症を予防する高い効果があるだけでなく、発症し
た場合でも、重症化のリスクを減らすことができます。
　多くの人がワクチン接種を受けることで、重症者・死亡
者を減らすことができ、医療機関の負担を減らす効果が期
待されています。
　しかし、ワクチン接種は強制ではありません。職場や周
りの人に接種を強制したり、接種を受けていない人に差別
的な扱いをしたりすることのないようお願いします。
副反応のリスク
　ワクチン接種後、数日以内に接種部位の痛み、発熱、頭痛、

倦
けん

怠
たい

感
かん

などの症状が現れることがあります。これらの症状
の大部分は、発症後、数日以内に回復します。
　また、まれに腹痛や嘔

お う と
吐、立ちくらみ、じんましんなど

の症状が現れるアナフィラキシーなどが起こる可能性があ
ります。
　これらの症状が重い場合や2日以上続く場合は、医療機
関の受診を検討してください。
　詳細は厚生労働省ホームページ（https://
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.ht 
ml）で確認できます。

ワクチンの効果と副反応のリスク

厚生労働省
ホームページ

　ワクチン接種を受けた人も新型コロナウイルスに感染し
たり、周りの人にうつしたりする可能性があるといわれて
います。自分自身が感染しない、周りの人に感染させない
ためにも、引き続き新しい生活様式の実践をお願いします。
◦身体的距離の確保…3密（密閉・密集・密接）を避ける。人

との間隔はできるだけ2メートル以上（最低でも1メート
ル）空け、対面での会話はできる限り避ける

◦小まめな手洗い…家に帰ったらまず手や顔を洗う。手洗

いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に行う
◦マスクの着用…外出時や屋内で会話をするときは、風邪な

どの症状がなくてもマスクを着用する
◦適度な換気…エアコンなどで室温を調整しながら、小ま

めに換気する
◦発熱または風邪の症状がある場合…毎朝の体温測定、健

康チェックを行い、発熱または風邪の症状がある場合は無
理せず自宅で療養する

接種後も新しい生活様式の実践を

＊参考：厚生労働省「新しい生活様式」の実践例

効果とリスクを正しく理解して
国では、新型コロナウイルス感染症の収束に向けた切り札として、ワクチン接種を進めています。ワクチンには感染
症予防の効果と副反応のリスクがあります。これらについて理解した上で接種を検討してください。また、接種の有
無に関わらず、新しい生活様式の実践をお願いします。

新型コロナウイルスワクチン
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※くわしくは健康増進課（☎27-1111）へ。
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3月21日
緊急事態宣言解除

7月2日
まん延防止措置適用

8月2日
緊急事態宣言発令
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4月7日
緊急事態宣言発令

5月25日
緊急事態宣言解除

1月7日
緊急事態宣言発令

市内年代別感染者数・割合（直近1カ月） 市内感染者の状況内訳
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1,774人 11人 38人 28人 0人 10人 1,687人 0人

市内の感染者数（累計）

支援期間＝保健所に自宅療養などを指示された期間
対象＝市内在住の自宅療養中または入院・ホテル療養の

調整中の人で、親族や知人などから支援を受けること
が難しい人（濃厚接触者は原則対象外）
支援内容
◦電話による生活支援相談
◦生活に必要な食料・日用品の配送…レトルト食品、

カップ麺、ご飯、飲料水、スポーツドリンク、マスク、
トイレットペーパーなど3日分（県の配食サービスを
受けるまでの期間のみ申し込み可。1人1回まで）

◦お弁当の配送（実費）…昼食1食分のみ

◦そのほか必要に応じた支援
注意事項
◦本人の同意により、市が保健所から個人情報の提供を

受ける場合があります
◦食料・日用品やお弁当の配送は対面とならないよう玄

関先などに配達します
◦体調の変化などについては、印旛保健所（印旛健康福祉

センター）成田支所（☎26-7231）へ相談してください
◦相談内容によって要望に応えられない場合があります
申込方法＝下記の成田市新型コロナウイルス感染症生活

支援相談窓口へ

成田市新型コロナウイルス感染症生活支援相談窓口
（健康増進課内・午前8時30分〜午後5時15分）

◦平日…☎27-1111　FAX27-1114
◦土・日曜日、祝日…☎22-1111　FAX24-1006

自宅療養者支援を行っています

市内の状況をお知らせします
市内における新型コロナウイルスの感染者数は9月22日時点で累計1,791人となりました。8月1日〜9月15日の期間
は感染者数が多くなっており、予断を許さない状況です。今後も気を緩めることなく、マスクの適切な着用、小まめ
な手洗いなどの感染症対策にご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症

（9月22日時点）

（9月16日時点。県提供資料）（9月22日時点）

https://www.city.narita.chiba.jp成田市ホームページ

　新型コロナウイルス感染症に関する
情報は、市ホームページなどで随時お
知らせしています。

最新情報を確認するには合計
423人
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90代以上 0人　0.0%
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